
第四次産業革命の到来

　第四次産業革命という言葉が示しているとおり、
AI や IoT などの現実世界とデジタルの世界（サイ
バー空間）を融合させる技術により、現代社会の構
造は変化しつつあり、いわゆるコロナ禍によって、
その変化が加速しています。これまでにない急速な
社会の変化を前にして、企業にはどのような影響が
生じ、どのような対応が求められるのでしょうか。

AIの社会実装に伴うリスクの管理と分配

　AI・IoT 等の “ デジタル化 ” と直結する分野では、
具体的な法執行や紛争解決の場面に変化をもたらす
可能性があります。
　AI が社会に浸透していけば、その瑕疵を原因と
する訴訟が増加することが当然に予想されます。た
とえば、ドライバー不在の自動運転車による交通事
故をイメージしてみると、責任主体である運転者は
存在しないため、メーカーである自動車会社に責任
はあるのか、AI の開発担当者の責任まで追及する
のかといった責任分配の議論は非常に複雑なものと
なり得ます。
　問題が発生した場合に責任を負うべき主体が誰か
をはっきりさせることは、モラルハザードを避ける
という観点からは重要ですが、エンジニアや企業が
萎縮すれば却ってイノベーションが停滞してしまう
おそれがあります。AIは完璧ではないことを認め、
AI に伴うリスクが人間社会の許容範囲に収まると
判断した時点で柔軟に導入し、トライ・アンド・エ
ラーを繰り返しながら AI との共存に徐々に慣れて

けるルールの策定、モニタリング、エンフォースメ
ントの各プロセスに参加しつつ、みずからの置かれ
た状況をふまえ、その継続性を意識しながら、リス
クベースによるコンプライアンス・プログラムの運
用を通じてリスク管理を行うことが求められます。
これに対して、政府の役割は、ルールの策定者から、
前記のプロセスに企業が積極的に参加することを促
すためのインセンティブの設計者にシフトします。
　企業においては、問題発生時に “ なぜこのような
リスク管理を行っているのか ”“ 原因分析やそれに
基づく再発防止策をどのように実施するか ” という
問いに対して説明責任を果たせる体制を整備してお
くこと（アカウンタビリティ）が今以上に重要にな
ります。問題となる事象を “ 点 ” ではなく “ 線 ” で
捉え、個別事象をリスク管理のサイクルから切り離
すことなく、サイクル改善の要素として捉える姿勢
が求められてくると思われます。

デジタル化を見据えた企業の体制整備

　企業に目を向ければ、電子署名（印鑑廃止）の導入
や紙の契約書に代わる契約の電子管理システム導入と
いった “ デジタル化 ” が主要企業で進行し、GDPR 等
のグローバルな個人情報関連の法規制対応の一環とし
て社内データの整理や情報管理体制の整備も多くの企
業により実施されている一方で、業務執行・監督機関
への情報吸上げの仕組みが不十分な会社も依然として
数多く存在するという問題があります。
  真の意味で “ デジタル化 ” に対応していくために
は、単に書面を電子データにするだけでは足りず、
同時に社内の業務プロセスを見直し、情報の吸上げ
や意思決定の方法などを含むガバナンス構造そのも

いくという姿勢が社会に求められています。
　事故原因の究明を促進するという観点からは、自
動運転車のように一定の危険を伴う製品については
専用の保険を準備し、被害者の救済は保険でまかな
うこととして、各技術者が個人責任に過度におびえ
ることなく原因究明を行うことができる制度を整備
することも考えられます。
　このように、AI がもたらす恩恵を享受しつつ、
その社会実装に伴い生じるリスクに関する対応につ
いて、AI の発達や活用範囲の拡大に応じて最適解
を探りながら、社会全体のなかで合意形成していく
必要があるといえます。

垂直的統治モデルから
水平的統治モデルへ

　国の統治モデルの移行という観点からは、次のよ
うな論点が指摘できます。
　より大きな視点から見ると、政府が詳細なルール
を事前に制定し、規制当局が定期的にモニタリング
を行い、問題が発覚すれば規制当局や司法がエン
フォースメントを行うという政府主導の伝統的な垂
直的統治モデルが前提とする社会像はもはや失われ
つつあります。
　「イノベーションを促進するガバナンス」という
目的を実現するためには、社会の構成員である、政
府、企業、コミュニティ・個人が互いに協力し、ガ
バナンスの担い手としてのそれぞれの責任を果たす
ような、共同規制のモデル（水平的統治モデル）へ
と移行することが望ましいです。
　そこでは、国の統治モデルとしての「ガバナンス」
と企業の「コーポレートガバナンス」が連続的なつ
ながりを持つことになり、企業は、ガバナンスにお

のを見直していく必要があるということになります
が、そこまで検討が進んでいる企業のほうが少ない
のが実態でしょう。
　当事務所の資本業務提携先である MNTSQ（モン
テスキュー）は、このような趨勢をふまえた企業の
取組みをサポートすべく、契約書の電子管理、AI
による情報検索・分析を可能とするシステムを開発
し、実証実験を成功裏に完了しています。各企業に
おける “ デジタル化 ” を見据えた対応実現のツール
としての有用性が期待されます。
　“ デジタル化 ” を見据えた内部統制・意思決定モ
デルの改革の素地が整い、ガバナンスモデルの移行
のような大きな波が企業全体に及ぶにはまだ一定の
時間を要するというのが冷静な見方でしょうが、直
近の社会の急速な変化をふまえると、予想以上に早
く訪れるかもしれません。当事務所も、さまざまな
段階にある企業のニーズに応えられるよう、準備を
進めているところです。

デジタル化の加速・AI の社会実装に伴う社会構造の
変化と企業の備え
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